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自治体における災害時の歯科保健医療支援活動推進のための 

活動指針作成に向けた考え方 

 

令和 8年（2026年）1月改定追補版 

 

 本「自治体における災害時の歯科保健医療支援活動推進のための活動指針作成に向けた考

え方」は、自然災害発生後の整わない生活環境においても、避難所や福祉避難所での生活者の

みならず、被災地域で生活する全ての住民の口腔衛生を守り全身の健康を守るために、どの時

期（フェーズ）にどのような歯科保健医療活動が必要となるかの概要を、理解しやすく提示するこ

とを目的としています。災害後の時間経過にあわせて、都道府県、保健所、市町村ごとに実施す

べき歯科保健医療活動の要点も掲載しました。 

 

Ⅰ 災害時の歯科保健医療の概要 

 

１． 災害時の歯科保健医療支援活動の必要性 

災害時（特に大規模災害時）には地域の歯科医療機関も通常通りの対応はできず、生活環境

が整わない避難生活による口腔の健康にも影響を及ぼします。 

通常の歯科医療提供体制が回復するまでの間の応急歯科診療活動とともに、特に避難生活

で健康を保つことが困難と考えられる災害時要配慮者の方々に対する口腔健康管理やその啓

発による歯科保健活動を行い、被災地域で生活される方々の健康管理を行うことが必要とされ

ます。 

 

２． 災害時の歯科保健医療支援活動における自治体の役割 

 自治体においては、平時より住民に対する歯科を含めた保健医療サービスを提供しており、災

害時でも継続できる体制を構築していく必要があります。 

大規模災害時には、被災により自治体機能は低下しますが、住民からの要望は急増するとい

うミスマッチが生じます。このため、必要時は被災自治体外から派遣の保健医療福祉チームも含

めての、地域保健医療福祉支援活動が行われます。自治体は、歯科保健医療支援活動におい

ても、被災自治体内外の歯科支援チームを管理・活用し、住民に歯科保健医療サービスを提供

することが必要です。 

 

３． 災害で生じる歯科保健医療の問題 

 自然災害においては、多くのインフラが影響を受けます。災害の規模等により復旧までの期間

は異なりますが、大規模災害時には、上下水道の復旧に 1 カ月程度の期間がかかることも予想

されます。また、家屋の損壊や流出により避難所などでの避難生活を送る場合がありますが、応

急仮設住宅の設置までは早くても 1 カ月程度はかかり、東日本大震災においては半年程度を要

しました。 

 そのような環境下においては、食事を含めた生活リズムが不安定となり、口腔清掃用具や環境
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が整わないこともあって口腔ケアが不備になりやすく、脱水からの唾液分泌量も低下し、口腔内

細菌が増加し、口腔衛生が悪化します。これにより、口腔感染症（歯周病の急性化、智歯周囲炎、

口内炎など）やう蝕リスクの増加が懸念されます。 

さらに、高齢者や障害者などの災害時要配慮者においては、脱水による口腔乾燥症の悪化、

食形態の不適による食事摂取量の低下、運動や栄養の不足による口腔機能の低下、そして、口

腔カンジダ症などの日和見感染が起きやすく、結果として、大規模災害時の災害関連死のおお

よそ 30％を占める※）誤嚥性肺炎の発症を招きやすくなります（図１）。 

※ 中久木康一，避難所の歯科保健の重要性，地域保健，2022 年 7 月号，東京法規出版，東京都， 

P36 

 

図１：災害時に誤嚥性肺炎が発症しやすくなる理由 

（平成 31 年度～令和 4 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）災害時要配慮者に対

する多職種が連携した「食べる支援」体制の構築） 

http://jsdphd.umin.jp/pdf/19K10420.nkkk.4p.pdf 

 

４． 災害時の歯科保健医療活動とその目的 

被災者のライフステージにあわせてニーズを把握し、歯科保健活動が行われることは、二次被

害となる歯科疾患や細菌感染症の予防につながるため、医療の必要性を減じるためにも重要と

なります。 

具体的には、被災地域における歯科医療を継続して提供できる体制を確保するため、歯科診

療所などの歯科医療提供拠点の早期回復に努め、必要に応じて仮設歯科診療所の設置や避難

所巡回歯科診療の展開を検討します。 

また、避難所・福祉避難所、および地域在住の災害時要配慮者に対する、口腔衛生管理の啓

発・支援という歯科保健活動を行うことにより、口腔感染症、誤嚥性肺炎、および口腔機能の低

下を予防します。 

 ライフステージごとの歯科保健医療活動のポイントは、＜参考資料１＞をご参照ください 

＜参考資料１＞ 図「歯科保健活動のポイント」 

（全国保健師長会「災害時の保健活動推進マニュアル」より） 

http://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf 
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Ⅱ 保健医療における災害時期（フェーズ）ごとの、歯科保健医療ニーズと対応 

 

 全国保健師長会「災害時の保健活動推進マニュアル」における保健医療における災害時期（フ

ェーズ）は、下記の表１のように提示されています。 

フェーズ 時期 

0 初動体制の確立 （概ね災害発生後 24時間以内） 

1 緊急対策－生命・安全の確保－ （概ね災害発生後 72時間以内） 

2 応急対策－生活の安定－ （避難所対策が中心の時期） 

3 応急対策－生活の安定－ （避難所から概ね仮設住宅入居までの期間） 

4 復旧・復興対策期－人生の再建・地域の再建－ 

 （仮設住宅対策や新しいコミュニティづくりが中心の時期） 

5 復興支援期 

表１： 保健医療における災害時期（フェーズ） 

（全国保健師長会「災害時の保健活動推進マニュアル」） 

http://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf 

 

この中で、フェーズ１における保健ニーズとして「歯科・歯科口腔衛生」など、フェーズ２におけ

る保健ニーズとして「食生活・栄養の偏り」「生活不活発病」などの記載があり、フェーズ２の活動

団体として、保健師等チームとともに、JDAT（日本災害歯科支援チーム）、JDA-DAT（日本栄養

士会災害支援チーム）、JRAT（大規模災害リハビリテーションチーム）が記載されています。 

 

「歯科・歯科口腔衛生」のニーズとしては、下記の図２に示すようなものが想定され、それに対

応しての歯科保健医療支援活動が必要とされます。 

 

図２： 災害時の歯科保健医療のチェックポイント 

https://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.slide.8p.20260108.pdf 
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 必要なチェック項目は、次の図３のように整理されていますので、ご参照ください。 

 

図３：歯科保健・医療対策のチェック項目と症状 

（全国保健師長会「災害時の保健活動推進マニュアル」） 

http://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf 

 

１． 歯科保健医療ニーズの把握 

ニーズの把握においては、医療ニーズと保健ニーズのそれぞれを評価して対策を組むことが

必要となります。大規模災害においては、多組織また広域で共同する活動となるために共通の

様式が必要とされ、平成 28 年熊本地震以降は共通様式である「施設·避難所等 歯科口腔保健 

ラピッドアセスメントシート（集団・迅速）」が活用されています。自治体内に設置された避難所等

全体の状況を俯瞰的に把握したうえで、医療と保健それぞれの対応優先度を評価して活動方針

に反映していきます。様式の詳細は、＜参考資料２＞をご参照ください。 

＜参考資料２＞ 災害歯科保健活動に使用する各種様式 

 

２． フェーズに応じた歯科保健医療支援 

ニーズは、地域のインフラ（電気・水道・ガス）の回復とともに、常に変化し続けます。初期の活

動においては、応急歯科診療とともに、口腔衛生用品の物資支援や口腔ケアの啓発、さらには

災害時要配慮者に対する口腔ケア支援が行われます。フェーズが移行するとともに、口腔機能

の維持とともに、食形態や栄養バランスの調整までの視点を持った、歯科保健活動が必要とされ

ます。また、新たな居住環境においての、通院手段や医療費、さらには心理面におけるサポート

も必要となるかもしれません。 

フェーズごとの住民からのニーズ、および歯科的課題については、＜参考資料３＞をご参照く

ださい。 

＜参考資料３＞ 表「歯科保健におけるフェーズ分類と歯科的問題点」 

（全国保健師長会「災害時の保健活動推進マニュアル」より） 

http://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf 
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また、フェーズごとの歯科の支援内容については、次ページの図４および＜参考資料４＞をご

参照ください。 

＜参考資料４＞ 図「歯科保健医療における時間経過ごとの問題点と活動」 

 （Dent.File vol.57, 2025May, P9-10 歯科の新常識 「災害時の歯科活動」より改変） 

 

図４：大規模災害時の歯科の支援 

（平成 31 年度～令和 4 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）災害時要配慮者に対

する多職種が連携した「食べる支援」体制の構築） 

http://jsdphd.umin.jp/pdf/19K10420.nkkk.4p.pdf 

 

３． 外部の歯科関係組織からの支援の検討 

地域の歯科関係組織の協力を得てもニーズへの対応が困難な場合、もしくは、ニーズを把握

していくことすら困難な場合は、一時的に外部の歯科関係組織からの支援を受け入れて活用す

ることも検討します。外部からの支援は、あくまでも地域支援を一時的に補完するためのもので

あると捉え、地域の歯科関係者との連携・情報共有のもとに活動いただき、活動終了後は地域

歯科保健医療体制の中に引き継いでいくことが肝要となります（図５）。 

 
図５：被災後の時間経過と地域歯科支援の推移 

https://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.slide.8p.20260108.pdf 
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４． JDAT（日本災害歯科支援チーム，Japan Dental Alliance Team） 

JDAT（Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム）は、災害発生後おおむね 72時

間以降に地域歯科保健医療専門職により行われる、避難所等における応急歯科診療や口腔衛

生を中心とした公衆衛生活動を支援することを通じて被災者の健康を守り、地域歯科医療の復

旧を支援すること等を目的として、令和 4 年 3 月に日本災害歯科保健医療連絡協議会が創設し

たチームです（図６）。 

大規模災害時には、公益社団法人日本歯科医師会が基幹事務局となり組織する日本災害歯

科保健医療連絡協議会※として、被災地域の都道府県の派遣要請を踏まえた厚生労働省からの

要請に基づき JDATを派遣し、被災地域に人的支援や物資の支援等を行います（図７）。 

（参考）JDAT（Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム活動要領（第 2版）2025年 3月 

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/pdf/JDAT_v02.pdf 

日本災害歯科保健医療連絡協議会とは、東日本大震災における活動の課題から、平成 27 年

4 月に設立された組織です。大規模災害時の急性期から慢性期に至るまで、被災地域の避難

所・仮設住宅、被災者等に対する歯科医療救護や歯科保健活動などの支援活動を迅速に効率

よく、継続的に行うべく、様々な歯科関係職が連携し、歯科関係団体同士の連携や災害対応に

関する認識の共通化を図るとともに、各歯科団体独自の行動計画等の情報集約や共有を促し、

有事に際して国や都道府県との連携調整・協議を行っています。 

（参考）日本災害歯科保健医療連絡協議会規則 

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/pdf/Disaster_Liaison_Council_Behavioral_Rule_20220810.pdf 

 

図６：JDATが実施する主な歯科支援活動 
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図７：JDATのチーム構成と派遣期間のイメージ 

 

５． 自治体の対応 

各自治体（都道府県主管課・保健所・市町村）のフェーズごとの対応については、関係組織と

事前に調整し、活動内容を決めておくことが重要です。避難所等における各フェーズに応じた歯

科保健医療支援活動を＜参考資料５＞のように整理している都道府県もありますので、参考にし

てください。 

＜参考資料５＞ 避難所等における各フェーズに応じた口腔ケア支援活動 

愛媛県 災害時保健衛生活動マニュアル～歯科口腔保健編～，平成 29年 12月（修正令和 5年 3

月） https://www.pref.ehime.jp/h25500/shika/documents/202303.pdf 
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Ⅲ 自治体における災害時歯科の体制整備と活動時の調整 

 

災害時の保健医療福祉活動は、医療法や災害救助法・災害対策基本法等、地域防災計画や

医療救護計画等に基づき、保健医療福祉調整本部にて災害医療コーディネーター等とともに調

整されます。災害医療コーディネーターとして、医療のみならず各専門分野からの委嘱がなされ

ている自治体もあり、歯科についても委嘱されている自治体もあります。 

 都道府県、保健所、市町村は、所属の保健医療福祉調整本部などにおける体制を把握し、支

援にあたる歯科関係組織と連携しながら、災害時においても地域歯科保健医療の提供体制が維

持されるように、歯科保健医療支援体制を構築します。その体制に基づき、歯科保健医療関係組

織との協定を締結し、研修・啓発を行うとともに、災害時に活動が必要とされた場合に要請します。 

なお、令和 6 年 3 月末に「都道府県及び市町村における歯科保健業務指針」が改定され、、

「地方公共団体における歯科保健医療業務指針」が発出されました。この中で、都道府県及び保

健所における歯科保健医療業務の「２ 地域歯科医療提供体制の構築について」に「（６）災害時

歯科保健医療体制の確保」が位置づけられ、次のように記載されています。 

 

※都道府県及び市町村における歯科保健業務指針(関係部分抜粋) 

都道府県は、大規模災害時における歯科医療の確保、避難所等における口腔衛生管理の対

応等を迅速に行うため、歯科医師会、歯科衛生士会、歯科技工士会、大学歯学部等と連携し、

災害時対応の共有や人材育成等の体制整備に努めることまた、災害時対応マニュアルの作成

や人材育成等に努めること。 

（「地方公共団体における歯科保健医療業務指針」について（医政発 0328第 23号，令和 6年 3月 28

日）  

https://www.mhlw.go.jp/content/001267309.pdf 

 

１． 平時における災害時歯科保健医療体制の整備について 

 

(１） 災害時歯科保健医療体制の整備と、災害時歯科保健医療活動の総合調整をする者（災害

歯科コーディネーター）の配置 

自治体においては、迅速な評価・支援を行うために、災害時の歯科保健医療支援に関して歯

科関係組織との役割の確認や情報共有等の連携を密にし、担当部署・担当者を明確にしておく

ことが必要です。 

 都道府県は、都道府県庁に設置される保健医療福祉調整本部において、歯科保健医療に関

する情報を把握・管理し、外部からの歯科支援チームも含めて総合調整する者（災害歯科コー

ディネーター）を明確にしておきます。   

保健所や市町村は、保健医療福祉調整会議に召集し、市町村における歯科保健医療支援

活動を総合調整する者（災害歯科コーディネーター）を明確にしておきます。自治体において総

合調整を行う者（災害歯科コーディネーター）を定めることが困難な場合には、歯科関係組織に

協力を求める方法もあります。 

また、口腔保健支援センターを設置している自治体は、口腔保健支援センターの職員が積極

的に関われるように体制を整備します。なお、大規模災害時の歯科口腔保健への対応につい
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て、令和５年に改正された歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第二次）において、「第六 

その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項」に「三 大規模災害時の歯科口腔保健に関す

る事項」として記載されています。 

 

(２） 災害時歯科保健医療活動に関わる計画、マニュアル、協定等の整備  

① 地域防災計画、医療計画等に関わる災害時歯科保健医療活動の整備 

都道府県および市町村は、災害支援活動を規定する文書内に、災害時歯科保健医療

活動の必要性や概要を記載します。 

②  災害時歯科保健医療活動に関わるマニュアル等の整備  

都道府県は、保健医療福祉調整本部において、歯科保健医療に関する情報を迅速に

収集・評価して総合調整を行うべく、また、保健所・市町村における災害時歯科保健医療

活動が円滑に行われるための人的・物的支援の調整を行うべく、活動マニュアル等を整

備します。 

市町村においては、避難所を管理するとともに、災害時要配慮者の現状を把握し、災

害時に口腔衛生用品も含めて支援物資を確保・整備できるように配慮し、歯科関係組織

とともに、その活動マニュアル等を整備します。 

保健所においては、保健所内における歯科保健医療活動への協力体制を整備し、市

町村における災害時要配慮者の情報を共有しておくとともに、災害時の口腔衛生用品や

関係マニュアル等を確認し、市町村との連携体制を構築します。 

③  災害時歯科保健医療活動に関わる関係組織との協定の締結 

自治体は、歯科医師会・歯科衛生士会・歯科技工士会、歯科医育機関、歯科専門職養

成施設、病院歯科、歯科商工協会などと連携して災害時歯科保健医療活動にあたるべく、

協議をします。可能であれば、災害時歯科保健医療を検討する協議会（災害歯科保健医

療連絡協議会等）を組織し、継続的な協議を通じて準備を進めます。 

協議した災害時歯科保健医療活動を実施するために、関係組織との協定を締結し、定

期的に見直します。協定内には、被災住民に対する応急的な歯科診療等の歯科医療の

提供に関するもののみならず、物資の提供や口腔健康管理などの歯科保健活動に関す

る記載も含まれていることが好ましいと考えます。 

さらに、各組織への迅速な連絡先を複数手段にてリストアップして整備します。 

 

(３） 災害時歯科保健医療に関わる研修及び訓練の実施 

自治体は、歯科関係組織と連携し、歯科保健医療支援活動に対応できる人材の確保及び資

質向上のための専門的な研修の充実を図ります。 

また、自治体職員を対象とした研修会等を通じて、災害時に歯科保健医療支援活動の必要

性の理解を促進・啓発し、関係マニュアル等の周知を行います。 

 

(４） 災害時の保健医療福祉調整会議等への参画  

 自治体は、災害時の保健医療福祉に関する会議を開催する際には、災害時の歯科保健医療

支援活動を総合調整する者（災害歯科コーディネーター）や、活動に関わる関係組織の代表者を

招集します。 
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(５） 災害時のロ腔衛生に関わる普及啓発 

 自治体は、住民に対して、災害時の口腔衛生に関わる普及啓発を推進します。 

✓ 災害時における歯と口腔の健康保持の重要性について 

✓ 災害発生時に備えて、非常時持出袋への歯ブラシ等の備えについて 

✓ 要配慮者のいる家庭に対する備えの必要性について 

 

２． 災害時における歯科保健医療活動の実施について 

 

(１） 災害時歯科保健医療活動における他の保健医療福祉活動チームとの連携  

災害時の歯科保健医療活動は、自治体の総合調整の下で実施されます。効率的に支

援するには、歯科以外の保健医療福祉活動チームとの連携が重要となります。口腔衛生

の管理や口腔機能の維持において、体調の管理、水分や栄養の摂取、および、運動との

関係は深く、「食べる」機能を支えるための多職種連携が必要とされます。 

歯科保健医療活動において特に連携すべき保健医療福祉活動チームについては、＜

参考資料６＞をご参照ください。 

＜参考資料６＞ 災害時歯科保健医療活動において連携すべき保健医療活動チーム 

 

(２） 災害時の歯科保健医療体制に関わる情報の収集及び連携  

① 保健医療福祉調整本部及び保健医療福祉調整地域本部への参画  

自治体が災害発生後に保健医療福祉調整会議を開催する際は、災害時の歯科保健医

療支援活動を総合調整する者（災害歯科コーディネーター）を招集します。なお、招集にあ

たっては、歯科保健医療に関する支援の調整だけではなく、その必要性を専門的な見地

から判断するためにも、会議立ち上げの当初から招集し、情報共有をはかるとことが重要

です。 

口腔保健支援センターを設置している自治体は、口腔保健支援センター職員の積極的

な関与を求めます。 

② 歯科医療機関の被災状況、被災者の歯科保健医療ニーズ等の整理及び分析、情報連

携等の総合調整  

都道府県においては、歯科保健医療に関する情報を把握・分析と、それらに対する歯

科保健医療活動の総合調整を行います（外部への歯科支援チーム要請の必要性も含む）。

保健所・市町村においては、市町村における歯科医療施設の被災状況の確認、および、

避難所などにおける歯科保健の環境整備状況などの情報の収集と管理、および支援活

動の総合調整を行います。 

 

(３） 災害時歯科保健医療活動の実施  

① 歯科保健医療活動チーム（JDAT等）の派遣調整  

歯科保健医療支援が必要と評価された際には、災害時の歯科医療救護活動に関する

協定書等に基づき、支援にあたる歯科関係組織と調整し、派遣調整を行います。 

この円滑な連携・調整にあたっては、自治体の歯科専門職が自治体側の担当を担うこ
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とが望ましいと考えられ、自治体に歯科専門職が配置されていても保健所管部署のみの

配置である場合は、医療所管部署における歯科医療の管理や評価に関しても、部署を超

えて関与できることが期待されます。また、都道府県本庁や保健所の歯科保健の所管部

署に歯科専門職の配置が無い場合は、歯科医師会や大学歯学部が連携・調整に関与す

ることが期待されます。 

なお、自治体に歯科専門職が配置されていたとしても、災害時の業務量が膨大であっ

たり、災害業務への対応経験がなかったりして対応が困難になった場合などにおいては、

同一県内の行政の歯科専門職による応援を受けられる体制も検討します。 

② 歯科保健医療活動チーム（JDAT等）の活動（図６） 

歯科保健医療活動チーム（JDAT 等）は、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士などで構

成され、必要があれば歯科医療救護所における応急歯科診療対応を行います。 

また、避難所等における歯科保健活動を行い、住民、特に災害時要配慮者における口

腔衛生の管理、口腔機能の維持を推進し、口腔疾患や口腔感染症からの健康被害を予

防します。 

歯科保健活動時の掲示物などについては、＜参考資料７＞をご参照ください。 

＜参考資料７＞ 避難所等における口腔ケア啓発用資料（日本歯科衛生士会） 

③ 災害時歯科保健医療活動に関する記録・報告、情報連携  

災害時の歯科保健医療活動では、地域全体の避難所等における歯科受療ニーズや生

活環境からの口腔健康リスクを評価します。ニーズやリスクは被災状況や復旧状況により

変わるため、地域や時期により、活動方針・内容は随時調整します。 

これらの活動は、全て適切に記録し、保健医療調整会議にて情報共有し、必要時の問

い合わせや、活動後の総括に活用できるように、管理します。 

歯科保健医療支援活動における各種共通様式については、＜参考資料２＞をご参照く

ださい。 

＜参考資料２＞ 災害歯科保健活動に使用する各種様式 

④ 災害時歯科保健医療活動に関わる受援（図８） 

都道府県において災害支援の体制を整えても人的資源が不足する場合には、保健医

療福祉調整本部から都道府県知事を通じて厚生労働省へ、JDAT（日本歯科支援チーム，

Japan Dental Alliance Team）の派遣要請を検討します。地域調整本部から県調整本部、

県調整本部から厚労省へＪＤＡＴの派遣要請が円滑に進むよう、調整を図ります。 

あわせて、都道府県歯科医師会から日本歯科医師会への情報共有等がなされるよう

連携を図ります。都道府県歯科医師会は日本歯科医師会に連絡し、都道府県外からの

JDATの派遣を受けるための受援体制を整えます。 

これらの調整は、随時に支援活動を総合調整する者（災害歯科コーディネーター）と情

報共有します。 
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図８：大規模災害時の歯科保健医療活動時の人的支援調整体制 

（JDAT（Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム）活動要領（第 2版）） 

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/pdf/JDAT_v02.pdf 

 

⑤ 地域歯科保健活動への移行 

 災害時のニーズは、時期（フェーズ）とともに変化していきます。初期は、応急歯科診療、

要配慮者への口腔ケア、および生活衛生環境整備が中心ですが、時間とともに口腔衛生

の管理および口腔機能の維持への啓発という歯科保健活動に移行していきます。この時

期（フェーズ）ごとに変化していく集団および個別のニーズを評価し把握しながら、歯科以

外の保健医療活動との連携のもとに、歯科保健医療活動を総合調整する者（災害歯科コ

ーディネーター）を中心に活動内容を移行させていきます。 

避難所対策が中心の時期においては、外部からの歯科支援チームを積極的に活用し

ますが、応急仮設住宅や災害公営住宅に移行するとともに、地域の歯科関係組織と連携

した個別の口腔ケア活動へと移行し、復興後の地域包括ケア活動の一部としていきます。 

 

これら災害時における歯科保健医療活動に関わる調整の概要を、フェーズおよび組織ごとに

図９にまとめていますので、ご参照ください。 

  



フ
ェ
ー
ズ
４

フ
ェ
ー
ズ
３

フ
ェ
ー
ズ
２

フ
ェ
ー
ズ
１

フ
ェ
ー
ズ
０

復
旧
・
復
興
対
策
期

－
人
生
の
再
建
・
地
域
の
再
建
－

応
急
対
策

－
生
活
の
安
定
－

応
急
対
策

－
生
活
の
安
定
－

緊
急
対
策

－
生
命
・
安
全
の
確
保
－

初
動
体
制
の
確
立

仮
設
住
宅
対
策
や
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
が
中

心
の
時
期

避
難
所
か
ら
概
ね
仮
設
住
宅
入
居
ま
で
の
時
期

避
難
所
対
策
が
中
心
の
時
期

概
ね
災
害
発
生
後
7
2
時
間
以
内

概
ね
災
害
発
生
後
2
4
時
間
以
内

地
域
歯
科
医
療
提
供
体
制
の
推
進

歯
科
医
療
救
護
所
の
閉
鎖

地
域
歯
科
医
療
へ
の
移
行
・
引
継
ぎ

被
災
地
域
の
歯
科
医
療
の
復
旧
に
向
け
た
支
援

歯
科
医
療
救
護
所
・
巡
回
歯
科
診
療
の
運
営

歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）
派
遣
要
請
の
準
備
・
調
整

歯
科
医
療
救
護
所
設
置
の
準
備
・
調
整

口
腔
顎
顔
面
外
傷
へ
の
対
応
、
広
域
搬
送

歯
科
医
療
機
能
の
低
下

医
療

歯
科

ニ
ー
ズ

地
域
歯
科
保
健
活
動
の
推
進

避
難
所
等
に
お
け
る
歯
科
保
健
活
動
の
継
続

避
難
所
等
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施

避
難
者
の
口
腔
衛
生
、
口
腔
機
能
維
持
の
啓
発
活

動

生
活
環
境
が
さ
ら
に
悪
化
、
口
腔
衛
生
資
材
の
不
足

避
難
者
の
口
腔
衛
生
状
態
の
悪
化

生
活
環
境
の
悪
化
、
口
腔
衛
生
資
材
の
不
足

保
健
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

保
健

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療

活
動
の
推
進

介
護
者
に
よ
る
口
腔
健
康
管
理
の
支
援

多
職
種
連
携
に
よ
る
口
腔
健
康
管
理
の
実
施

福
祉
避
難
所
、
介
護
施
設
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施

誤
嚥
性
肺
炎
予
防
の
た
め
の
口
腔
健
康
管
理
の
介

入

福
祉
避
難
所
の
設
置
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

要
配
慮
者
の
口
腔
衛
生
状
態
の
悪
化

障
害
者
、
要
介
護
者
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

要
配
慮
者
の
口
腔
健
康
管
理
の
中
断

福
祉

・

・
歯
科
保
健
医
療
関
係
支
援
物
資
、
啓
発
資
料
等
の

確
認
と
準
備
（
現
地
調
整
本
部
か
ら
の
情
報
収
集
、

国
へ
の
物
資
発
送
依
頼
）

・
仮
設
住
宅
等
に
お
け
る
歯
科
ニ
ー
ズ
の
把
握
、

支
援
活
動
の
見
直
し
、
活
動
終
了
時
期
の
検
討

・
歯
科
関
係
団
体
と
の
情
報
共
有
、
支
援
協
力
依

頼

・
保
健
所
、
本
庁
各
課
と
の
歯
科
保
健
医
療
関
係
情

報
の
共
有
、
分
析

・
保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
へ
の
災
害
歯
科
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
出
席
要
請

・
歯
科
関
係
団
体
と
の
情
報
共
有

・
現
地
調
整
本
部
（
保
健
所
）
、
本
庁
各
課
と
の
歯
科
保
健
医
療
関
係
被
災
状
況
等
の
情
報
共
有
、
分
析

・
歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）
派
遣
終
了
の
決
定
、

国
等
へ
の
報
告

・
歯
科
保
健
医
療
関
係
支
援
物
資
、
啓
発
資
料
等
に
つ
い
て
現
地
本
部
と
調
整
を
行
い
、
不
足
物
資
の
確
保

・
現
地
本
部
か
ら
の
被
災
状
況
報
告
に
応
じ
た
歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）
派
遣
要
請
検
討
、

国
へ
の
派
遣
調
整
要
請
、
受
援
体
制
の
構
築

・
現
地
調
整
本
部
（
保
健
所
）
か
ら
の
被
災
状
況
報
告

に
応
じ
た
歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）
活
動
計
画
の

見
直
し
、
受
援
調
整
、
支
援
活
動
終
了
時
期
の
検
討

（
現
地
調
整
本
部
（
保
健
所
）
が
必
要
と
す
る
場
合
の
歯
科
専
門
職
の
派
遣
（
歯
科
関
係
状
況
の
把
握
・
調
整
支
援
）
）

・
保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
へ
の
災
害
歯
科
医
療

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
歯
科
保
健
医
療
関
係
者

の
招
集

・
歯
科
関
係
団
体
へ
の
連
絡
、
情
報
共
有

・
被
災
状
況
の
確
認
（
被
災
地
域
、
被
災
者
数
、
歯

科
医
療
機
関
の
被
災
状
況
等
）

・
現
地
調
整
本
部
（
保
健
所
）
、
本
庁
各
課
と
の
連
絡
、

情
報
共
有
（
各
課
の
役
割
、
問
合
せ
窓
口
の
確
認

等
）

・
都
道
府
県
内
及
び
地
域
に
お
け
る
歯
科
保
健
医

療
支
援
体
制
の
確
認

・
本
庁
各
課
、
市
町
村
と
の
歯
科
保
健
医
療
関
係
情

報
の
共
有
、
分
析

・
地
域
歯
科
関
係
団
体
と
の
情
報
共
有
、
支
援
協
力

依
頼

・
仮
設
住
宅
等
に
お
け
る
歯
科
ニ
ー
ズ
の
把
握
、
地

域
歯
科
保
健
医
療
資
源
に
よ
る
支
援
体
制
の
検

討
（
復
興
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
お
け
る
歯
科

保
健
支
援
活
動
の
検
討
等
）

・
歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）
活
動
終
了
を
ふ
ま
え

た
地
域
歯
科
保
健
医
療
関
係
者
と
の
引
継
ぎ
支
援

・
現
地
保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
会
議
へ
の
地
域
災
害
歯
科
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
歯
科
保
健
医
療
関
係
者
の
出
席
要
請

・
地
域
歯
科
関
係
団
体
と
の
情
報
共
有

・
歯
科
保
健
医
療
に
係
る
被
災
状
況
の
情
報
収
集
、
分
析

・
現
地
保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
へ
の
地
域
災
害

歯
科
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
歯
科
保
健
医

療
関
係
者
の
招
集

・
地
域
歯
科
関
係
団
体
へ
の
連
絡
、
情
報
共
有

・
被
災
状
況
の
確
認
（
被
災
地
域
、
被
災
者
数
、
歯

科
医
療
機
関
の
被
災
状
況
等
）
及
び
県
本
部
へ
の

報
告
※
派
遣
さ
れ
る
リ
エ
ゾ
ン
や
保
健
師
へ
の

歯
科
的
視
点
確
認

・
地
域
調
整
本
部
内
で
の
役
割
分
担
時
に
歯
科
の

視
点
を
入
れ
、
情
報
共
有
（
本
部
及
び
市
町
村
窓

口
の
確
認
等
）

・
避
難
所
等
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
関
係
支
援

物
資
、
啓
発
資
料
等
の
確
認
と
準
備

・
避
難
所
等
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
関
係
支
援
物
資
、
啓
発
資
料
等
の
確
認
と
不
足
物
資
の
確
保
（
県
調

整
本
部
へ
要
請
）

※
誤
嚥
性
肺
炎
を
予
防
す
る
に
は
早
期
の
歯
科
保
健
医
療
支
援
体
制
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
避
難

所
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
状
況
、
ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
状
況
等
の
状
況
を
考
慮
し
た
支
援
活
動
の
検
討
を
行
う
。
特

に
ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
福
祉
避
難
所
に
お
け
る
支
援
体
制
を
考
慮
す
る
。

・
歯
科
保
健
医
療
支
援
計
画
の
見
直
し
、
県
調
整
本

部
へ
の
報
告

・
歯
科
保
健
医
療
支
援
の
方
針
決
定
、
県
調
整
本

部
へ
の
報
告

・
地
域
歯
科
医
療
提
供
体
制
に
応
じ
て
応
急
歯
科

診
療
所
等
の
設
置
の
検
討

・
避
難
所
等
の
状
況
に
応
じ
た
歯
科
支
援
チ
ー
ム

（
J
D
A
T
）
派
遣
要
請
決
定
、
県
調
整
本
部
へ
の
派

遣
要
請
、
受
援
、
調
整

・
避
難
所
等
の
状
況
に
応
じ
た
歯
科
支
援
チ
ー
ム

（
J
D
A
T
）
受
援
調
整
、
支
援
活
動
終
了
時
期
の
検
討

・
仮
設
住
宅
等
に
お
け
る
歯
科
ニ
ー
ズ
の
把
握
、
支

援
活
動
の
見
直
し
、
活
動
終
了
時
期
の
検
討

・
被
災
状
況
に
応
じ
て
歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）

派
遣
要
請
検
討
、
県
本
部
へ
の
派
遣
要
請
、
受
援

体
制
の
構
築
※
被
災
状
況
の
規
模
や
、
地
域
歯

科
医
療
機
関
・
関
係
団
体
の
支
援
体
制
の
確
認

を
行
い
、
派
遣
要
請
の
検
討
を
行
う
。

・
歯
科
保
健
医
療
に
係
る
被
災
状
況
の
情
報
収
集
、

保
健
所
と
の
情
報
共
有
・
相
談

・
地
域
歯
科
保
健
医
療
関
者
と
の
情
報
共
有
、
連

携
し
た
支
援
活
動

・
仮
設
住
宅
等
に
お
け
る
歯
科
ニ
ー
ズ
調
査
（
歯
科

項
目
を
調
査
に
含
め
る
）
の
実
施
、
支
援
活
動
の

見
直
し
、
活
動
終
了
時
期
の
検
討

・
市
町
村
対
策
本
部
の
立
上
げ
に
お
け
る
地
域
歯
科

医
療
関
係
者
の
招
集
（
地
域
の
代
表
歯
科
医
師
等
）

・
被
災
状
況
の
確
認
（
被
災
地
域
、
被
災
者
数
等
）
、

避
難
所
設
置
の
検
討

・
被
災
状
況
や
避
難
所
設
置
状
況
を
踏
ま
え
た
口
腔

衛
生
用
品
等
の
歯
科
保
健
医
用
関
係
物
資
や
啓
発

資
料
等
の
確
認
を
行
い
、
不
足
す
る
場
合
は
現
地

調
整
本
部
に
支
援
要
請

・
歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）
の
受
援
体
制
の
準
備

・
市
町
村
対
策
本
部
会
議
へ
の
地
域
歯
科
医
療
関
係
者
の
出
席
依
頼
（
地
域
の
代
表
歯
科
医
師
等
）

・
歯
科
保
健
医
療
に
係
る
被
災
状
況
の
情
報
収
集
、
現
地
調
整
本
部
へ
の
報
告
・
相
談

・
歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）
の
受
援
調
整

・
歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）
と
の
連
携
、
支
援
活
動

終
了
時
期
の
検
討

・
歯
科
支
援
チ
ー
ム
（
J
D
A
T
）
の
活
動
終
了
を
踏
ま
え

た
地
域
歯
科
保
健
医
療
関
係
者
へ
の
引
継
ぎ
支
援

・
避
難
所
等
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
関
係
支
援
物
資
、
啓
発
資
料
等
の
確
認
、
不
足
す
る
場
合
は
現
地

調
整
本
部
に
要
請

・
仮
設
住
宅
等
に
お
け
る
歯
科
ニ
ー
ズ
調
査
（
歯
科

項
目
を
調
査
に
含
め
る
）
の
実
施
、
復
興
に
向
け
た

支
援
体
制
の
検
討

（
現
地
調
整
本
部
が
必
要
と
す
る
場
合
の
歯
科
専
門
職
の
派
遣
要
請
）

二 ー ズ ・ 物 資連 携 活 動

二 ー ズ

物 資

連 携 活 動

都
道
府
県

主
管
課

保
健
所

市
町
村

二 ー ズ

物 資

連 携 活 動

・
仮
設
住
宅
等
に
お
け
る
歯
科
ニ
ー
ズ
の
把
握
、

支
援
体
制
の
検
討

災
害
時
歯
科
保
健
医
療
活
動
に
係
る
調
整
の
概
要

（
現
地
調
整
本
部
が
必
要
と
す
る
場
合
の
歯
科
専
門
職
の
派
遣
要
請
）

図９： 災害時歯科保健医療活動に係る調整の概要
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